
愛知県住生活基本計画 2020 の見直しについて

 
１ 愛知県住生活基本計画2020（現行計画） 

住生活基本法第17条に基づき、愛知県の住まい・まちづくり関連施策のマス

タープランとして、平成24年3月に第2期となる「愛知県住生活基本計画2020」

を策定。 

○計画期間：2011(H23)年度～2020(H32)年度 

○計画概要：基本的な方針、目標、施策、公営住宅の供給目標量等を設定。 

・基本的な方針：安全・安心で住み続けられる住まい・まちづくりの実現 

・目標：自然災害に強い住まい・まちづくり 等 

・施策：サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 等 

・公営住宅の供給目標量：計画期間中の公営住宅募集戸数6万戸 

 

２ 愛知県住生活基本計画の見直し 

国の住生活基本計画（全国計画）が今年度中に見直されること、また、リニ

ア開業後を展望してあいちビジョン 2020 が策定されたこと等を踏まえ、現行

計画を見直し。 

見直しにあたっては、「5千万人リニア大交流圏の西の拠点」にふさわしい住

まい・まちづくりを実現するための新たな建築・住宅行政の指針となるべく検

討を進める。 
○計画期間：2016(H28)年度～2025(H37)年度（予定） 

○検討体制： 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 新しい住まい・まちづくりビジョン有識者懇談会 

各分科会での議論を踏まえ、住生活基本計画全般についてご議論いた

だく。 

 新しい住まい・まちづくりビジョン有識者懇談会分科会 

次の３つのテーマごとに、さらに掘り下げてご議論いただく。 

減災・環境（耐震、省エネ 等） 

地域まちづくり・住宅市場（リニアを活かしたまちづくり、空き家、防犯 等） 

住宅セーフティネット（公営住宅、住宅確保要配慮者向けの民間賃貸住宅 等） 

分科会には、ＮＰＯ、住まい・まちづくり団体もしくは民間企業等

にも参加いただき、施策等についてご意見をいただく。 

◆ 新しい住まい・まちづくりビジョン庁内調整会議 

建築局及び住生活基本計画の関連計画を策定する庁内関係課室等で構

成する庁内調整会議を設置し、住生活基本計画の施策等について横断的

な検討・調整を行う。 

 新しい住まい・まちづくりビジョン庁内調整会議ワーキンググループ（ＷＧ） 

必要に応じて、特に集中して議論すべき施策について関係の深い課

室のメンバーで構成するワーキンググループを開催し、具体施策等の

検討調整を行う。 

◆ 愛知県地域住宅協議会 

愛知県地域住宅協議会のブロック会議の場を活用し、住生活基本計画

の施策等について、市町村からご意見をいただく。 

３ 見直しスケジュール 
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